
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿事務ファイル 

行政機関等の名称 選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の 

名称 

総務課 庶務係 

個人情報ファイルの利用目的 
公職選挙法や地方自治法に定められた選挙権を有する者

の把握管理 

記録項目 

☑氏名 ☑住所 ☑生年月日・年齢 ☑性別 □電話番号 

□国籍 □本籍 □続柄 

□家族状況 □親族関係 □婚姻 

□職業・職歴 □学歴・学業 □資格・受賞歴 

□成績・評価 □財産・収入 □課税・納税状況 

□公的扶助  

□旅券番号 □基礎年金番号 □運転免許証番号 

□住民票コード □個人番号 □被保険者証番号 

□身体の特徴を変換した符号 □その他（ ） 

記録範囲 

①登録基準日現在、奥多摩町内に住所を有する年齢満  

１８年以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成さ

れた日から引続き３か月以上住民基本台帳に記載され

ている者 

②登録基準日現在、①によるほか、奥多摩町内から住所

を移した年齢満１８年以上の日本国民のうち、住民票が

作成された日から引続き３か月以上住民基本台帳に記

載された者であって、奥多摩町内に住所を有しなくなっ

た日後４か月を経過しないもの 

記録情報の収集方法 本人以外から収集（他の実施機関） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
犯罪歴 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名 称）総務課 庶務係 

（所在地）奥多摩町氷川２１５番地６  

訂正及び利用停止に関する他の 

法令の規定による特別の手続等 

登録基準日現在で、新たに選挙人名簿に登録された者の

登録に関し不服があるときは、公職選挙法第２４条第１

項による異議の申出を行うことができる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項 

第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に 

該当するファイル  

☑有 □無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

（実施なし） 



行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときはその旨 
 

備   考 
 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国民投票人名簿事務ファイル 

行政機関等の名称 選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の 

名称 

総務課 庶務係 

個人情報ファイルの利用目的 国民投票人名簿の作成等に関する事務の管理 

記録項目 

☑氏名 ☑住所 ☑生年月日・年齢 ☑性別 □電話番号 

□国籍 □本籍 □続柄 

□家族状況 □親族関係 □婚姻 

□職業・職歴 □学歴・学業 □資格・受賞歴 

□成績・評価 □財産・収入 □課税・納税状況 

□公的扶助  

□旅券番号 □基礎年金番号 □運転免許証番号 

□住民票コード □個人番号 □被保険者証番号 

□身体の特徴を変換した符号 □その他（ ） 

記録範囲 

国民投票期日現在で、年齢満１８年以上の日本国民で、

次の何れかに該当するもの 

①国民投票の期日前５０日に当たる日（以下「登録基準

日」という。）において、奥多摩町の住民基本台帳に記

録されている者 

②登録基準日の翌日から１４日以内に奥多摩町の住民基

本台帳に記録された者であって、登録基準日において何

れの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの

（登録基準日後、奥多摩町の住民基本台帳に記録された

日までの間に他の市町村の住民基本台帳に記録された

ことがある者及び奥多摩町の住民基本台帳に記録され

た日において何れかの市町村の在外投票人名簿に登録

されている者を除く。） 

記録情報の収集方法 本人以外から収集（他の実施機関） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
犯罪歴 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名 称）総務課 庶務係 

（所在地）奥多摩町氷川２１５番地６  

訂正及び利用停止に関する他の 

法令の規定による特別の手続等 

投票人は、日本国憲法の改正手続に関する法律第２５条

の規定により、異議の申出を行うことができる。  

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項 

第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に 

該当するファイル  

☑有 □無 

 



行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときはその旨 
 

備   考 
 

 


